
（様式３）

業務の範囲 施設維持管理業務、施設開放業務（利用料金制度）、スポーツ普及振興事業

３　評価単位
施設数：1施設

一般財団法人札幌市スポーツ協会

指定期間 平成30年4月1日～令和5年3月31日

募集方法
公募

指定単位
施設数：1施設

複数施設を一括指定の場合、その理由：


名称

複数施設を一括評価の場合、その理由：

２　指定管理者

指定管理者評価シート

事業名 体育施設運営管理費（スポーツ交流施設） 所管課（電話番号） スポーツ局スポーツ部施設課（211-3045）

１　施設の概要

名称 札幌市スポーツ交流施設 所在地 東区栄町885番地1

開設時期 平成9年6月15日 延床面積 19,157.56㎡

目的
スポーツ等を通して市民の交流の促進を図ることにより、市民の健康増進及び市民文化の向上
に資するため

事業概要 スポーツ等を通して憩い交流する場の提供、スポーツ教室などの開催（自主事業）

主要施設

Ⅰ　基本情報

コミュニティドーム（屋内人工芝アリーナ、ランニングコース、トレーニング室、会議室など）、屋外
球技場、庭球場、パークゴルフ場、イベント広場など
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

各指定管理業務
を推進するため
の８つの基本方
針を定め、その達
成に向けて施設
運営に取り組ん
でいる。

障がいのある方
や介助の必要な
方などに対する
職員の知識や意
識向上を目的とし
てた研修を積極
的に行っている。
また、施設の開
放形態を工夫す
る等の環境整備
も行っており、今
後も利用者の声
を反映させた施
設運営に期待す
る。

▼　施設の利用受付、使用承認・不承認、利用料金
の収受、還付などに関する事務手続きは、札幌市ス
ポーツ交流施設条例、同施行規則、「札幌市スポー
ツ交流施設使用料還付事務取扱要綱」などに準拠し
て公平に行った。

項　目 実施状況
指定管理者
の自己評価

所管局の評価

1　業務の要求水準達成度

▼　個人利用、専用利用、自主事業の開放形態は、
過去の利用状況や市民ニーズを考慮して検討し、偏
りをなくすことで、全ての利用者に対して公平中立と
なるよう設定した。

▼　障がいのある方に対する接遇の姿勢や個別の
場面において適切な対応・判断をするための指標と
なる「障がいのある方への配慮のガイドライン」に基
づき、障害者差別解消法に適切に対応した。

▽　平等利用に係る方針等の策定と取組実績

▼　「公共サービス従事者の基本原則である人権尊
重と公平性の理念及び施設の設置目的・位置づけ
や関係条例などについて、管理運営に携わる職員
及び委託事業者などの全てのスタッフが理解し、適
切な運用を行う体制を整えます。」という方針に基づ
き、研修などを通じて職員の意識向上を図った。

▼　施設の設置目的や札幌市スポーツ推進計画、
施設を取り巻く環境の変化、お客様からのご意見な
どを踏まえ、スポーツ交流施設の役割や機能を最大
限に発揮するとともに、市民サービスの向上や経費
の縮減を図るうえで、以下のとおり８つの基本方針を
定め、それぞれの事業目標の達成に向けて取組を
推進した。
「市民の福祉の増進と公平な施設利用の保持」
「スポーツ・健康づくりの拠点施設としての価値向
上」
「安全・安心な施設運営と快適な環境の整備」
「市民・お客様に対するサービス水準の向上」
「札幌市のスポーツ施策と連動した施設運営」
「地域住民やスポーツ団体等との連携事業の推進」
「省エネや業務の効率化による管理費用の縮減」
「適正な施設運営と透明性の確保」

▽　管理運営に係る基本方針の策定 現指定期間3年目の令
和2年度においては、
長年の管理運営のノ
ウハウを十分に活用し
ながら、施設の設置目
的を踏まえたうえで、
各指定管理業務を推
進するための明確な8
つの基本方針に基づ
き、継続して各取組を
推進した。
特にコロナ禍の中、お
客様が安全・安心に利
用できるよう対策に取
り組んだ。

▼　スポーツ教室指導員へ障がい者等対応研修、
LGBTの課題について考える研修、接客・接遇に関
するOJTなどで、不当な差別的行為が発生しない体
制づくりに取り組んだ。

Ⅱ　令和２年度管理業務等の検証

（１）統括管
理業務

教室受講の障がい者
等対応研修など行い、
職員の知識と意識向
上を図った。また、筆
談具やコミュニケーショ
ン支援ボードなどを配
置するなど、子どもか
ら高齢者、障がいのあ
る方など全ての市民に
対し、不当な差別的行
為を発生させない環境
づくりの整備に取り組
んだ。
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環境マネジメント
システムの運用
等を通じ、節電、
省エネ、CO2排出
量削減、ごみ減
量等に、積極的
かつ継続的に取
り組んでおり、環
境配慮への成果
を上げていること
は評価できる。

▼　札幌市の事業者として、環境マネジメントシステ
ムの運用などを通じ、積極的に環境配慮の取組を推
進した。

▼　札幌市などが推進する取組に参画し、各種取組
を行った。
・「さっぽろエコメンバー登録制度」レベル3に登録継
続
・「環境教育へのクリック募金」に継続協力、札幌市
より感謝状の贈呈を受ける。（令和3年2月）
・「生物多様性さっぽろ応援宣言企業・団体」への登
録継続
・さっぽろエコスタイル（クールビズ・ウォームビズ）の
継続実施
・北海道グリーン・ビズ認定制度の「優良な取組」部
門に登録継続

▼　施設で使用する清掃溶剤などは揮発性有機化
合物の少ない製品を使用するよう仕様書に示し、徹
底した。

▼　自動販売機設置業者一元化により、商品補充・
運搬の効率化を図るとともに、省エネ・ノンフロン環
境対策の機器を設置し、CO2の削減を行なった。

▼　エコキャップ運動の推進事業として、ペットボトル
キャップを回収し、再資源化による製品売却益を寄
付した。

▼　自主事業の参加は、募集案内を広報さっぽろや
フリーペーパー等に掲載し、当協会ホームページな
どにより広く募集を行い、厳正な抽選により決定する
ことで、均等な機会を確保した。

▼　幼児から高齢者、障がいのある方などの様々な
ニーズや特性に合わせた種目、運動強度、運動時
間のプログラムを提供し、利用機会の平等性を確保
した。

▼　筆談具やコミュニケーション支援ボード、タブレッ
トPCなどを配置し、コミュニケーションのバリアフリー
を推進した。公式ホームページにおいては、外国語
自動翻訳サービスを提供し、外国人が利用しやすい
情報の提供を行った。

札幌市が推進する環
境配慮の施策へ組織
的かつ積極的に取り組
むとともに、照明の間
引き節電や使用済
ペーパーの再利用な
ど、スタッフ全員で日
常的に取り組んだ。
また、小型家電及び植
物系廃棄物の再資源
化に取り組んだ。

▼　札幌市環境マネジメントシステムとの整合を図り
ながら、持続可能な低炭素社会に向けた温暖化対
策や環境負荷の軽減などへの取組を推進するた
め、エネルギーの管理・合理化及び省エネルギーの
取組の推進、職員の環境配慮への教育と意識づけ
の推進などを基本方針として定めた。

▽　地球温暖化対策及び環境配慮の推進
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管理運営に必要
な職員や有資格
者を適切に配置
し、業務分担を明
確化するなど、常
に業務改善に努
めていることは評
価できる。
また、新型コロナ
ウイルス感染症
対策を講じるな
ど、実施方法を工
夫することによ
り、必要な研修の
機会を確保して
いることは、組織
運営の質の向上
につながっている
と判断できる。▼　統括責任者となる総括課長の他、館長、担当職

員（正・契約職員）などを適正に配置するとともに、清
掃などの維持管理委託事業者や委嘱スポーツ指導
員をスタッフの一員として編成し、実効性の高い重層
的な管理体制を構築した。

▼　統括責任者以下、職員の指揮命令系統を明確
にしたうえで業務にあたった。

▼　職員の事務分掌を作成し、業務分担を明確化し
た。

▼　札幌市のスポーツ施策を総合的に推進する当
協会の事務局が一体となり、施設の管理運営、人材
育成、職種別・階層別研修などを体系的に実施する
ことで、強固な組織体制を保持した。

▼　廃食油回収ボックスを設置し、リサイクル事業を
推進した。

▼　緊急連絡網を作成し、共有した。

▼　OA機器の節電設定/間引き節電/照明設備の
LED化/人感センサー設置自動販売機は環境配慮
型(LED照明・ノンフロンヒートポンプ・ディスプレイ節
電)を設置／リサイクルトナーカートリッジの使用／封
筒の再利用／使用済ペーパーの裏面再利用の徹底
と古紙回収を積極的に活用した。

【責任者の配置】

▽　管理運営組織の確立（責任者の配置、組織整備、
従事者の確保・配置、人材育成）

【組織整備】

▼　各責任者は、「上級体育施設管理士」、「防火管
理者」、「不当要求防止責任者」、「普通救命講習」な
どの資格を有し、公の施設の管理運営に関して長年
の実務経験者を配置した。

▼　施設の業務を推進し、統括責任者の職務代理
者となる館長（施設責任者）を配置した。

▼　指定管理業務を一元的に統括する統括責任者
を「グループ統括」として配置した。

管理運営業務計画書
に基づき、統括責任者
をはじめとする、経験
豊富な職員や有資格
者を適正に配置した。
また、正職員、契約職
員を確保するめの採
用事務を適正に行うと
ともに、各業務を推進
するために人材育成
計画に基づく多様な研
修やOJTを実施し、業
務の質の向上を目指し
た。

▼　新型コロナウイルス感染症対策として、トイレに
ペーパータオルを配置していたが、ごみの減量や環
境配慮のため、利用者にマイタオル・マイハンカチの
呼びかけを促した。

▼　札幌市が参加している「都市鉱山からつくる！み
んなのメダルプロジェクト」に協力し、小型家電回収
ボックスを設置した。
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▼　管理運営業務計画書のとおり職員を配置するた
め、希望職種選択方式の申込３区分（正職員のみ、
契約職員のみ、正職員と契約職員の併用）で一般公
募で採用試験を行った。当協会全体で、正職員4名、
契約職員41名を採用し、各指定管理施設などに配
置した。

▼　当協会の人材育成計画に基づく階層別研修プラ
ンを毎年度策定し、各職位で必要と考えられる研修
を習得した。また、階層別研修で学んだ内容をもとに
各施設のOJTに活かしスキルを向上させOFF‐JTで
は特定の専門知識を身につけた。

【人材育成】

▼　新型コロナウイルス感染症の対策として、OJTや
階層別研修においてもソーシャルディスタンスの確
保と、密集・密接・密閉の防止を徹底しした。集合型
研修では、手指消毒及び検温を行い、コロナ対策を
講じた上で実施した。

▼　集合型研修では、会場の収容人数50％以下を
定員とし、受講者同士の座席間隔を1.5ｍ～2ｍとし
た。グループワークは極力避けることとしたが、グ
ループワークが必要な場合は、パーテーションを活
用し、飛沫感染の防止に努めた。

▼　令和2年度に実施または受講した特徴ある職員
研修

①教室担当者向け勉強会（健康チェック票の改定に
ついて）動画学習
②リスクマネジメント研修（スポーツ現場における怪
我と一次対応）
③車両系建設機械運転技能講習
④芝生育成・維持管理方法
⑤新型コロナウイルス感染症対策マニュアルに基づ
いた対処方法

▼　コロナを契機として、動画を用いた研修方法を導
入し、密集によるリスク回避を鑑みた。動画は健康
づくりセンターの医師を講師として、当協会職員が教
材を製作し、教室担当者を中心にOJTを実施した。

▼　新型コロナウイルス感染拡大に伴い、人の密着
を避ける新しい生活様式が推奨され、リスク回避の
観点から、拠点とする研修会場と施設をオンラインで
繋ぎ、研修や講座を実施した。

【従業員の確保・配置】

▼　職員が新型コロナウイルスに感染した場合の施
設運営に係わる、緊急時に従事する職員の緊急連
絡網を作成し共有した。
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定期的な会議の
開催により、共通
課題の認識と検
討・協議及び情
報共有を行って
いることは、利用
者が快適に利用
できる施設運営
に努めていると判
断できる。
また、今後も適宜
運用方法等の見
直しを検討するこ
とにより、さらに
効率のよい施設
運営となることを
期待する。

要求水準のとお
り、適正に対応し
ている。

①Do！スポ担当者意見交換会

施設内で情報共有が
図られるよう多様な取
組と体制を整備した。
また、事故対応マニュ
アルの活用や報告書
の共有などにより、事
故発生の予見と未然
防止のための対応を
心掛けた。

委託事業者への指示
命令系統を明確化し、
連絡体制を整備すると
ともに、直接の立会い
検査だけではなく、作
業報告書や写真など
により、適正に履行の
検査・確認を行った。
また、委託事業者に対
して、新型コロナウイ
ルス感染症対策のた
め、従業者のマスク着
用、手指消毒及び検温
の励行を指示した。

▼　スポーツ交流施設で共通課題を解決するため、
以下の意見交換会で事業を検討した。

▼　文書管理機能及びワークフローシステムを活用
した、業務効率の改善や事故報告の共有化により、
事故を未然に防ぐ体制強化を図った。

▼　他の指定管理グループの責任者や職員と積極
的に情報共有を図ることで、組織的に、札幌市の公
のスポーツ施設の管理運営と市民のスポーツ・健康
づくり活動の推進に取り組んだ。

▽　第三者に対する委託業務等の管理（業務の適正
確保、受託者への適切監督、履行確認）

▼　業務が適正に履行されるよう、適時、立ち合い
検査や作業報告書や作業写真などにより適正な履
行検査・確認を行った。

▼　清掃業務、警備業務、設備の保守管理業務、法
定に基づく各種点検業務などを第三者に委託した。
また、継続的な契約により経費の削減、事務の軽減
が見込まれる業務は複数年の契約を締結した。

▼　委託事業者に従事する労働者の労働環境維持
向上のため、札幌市の「雇用環境調査」に伴う賃金、
労働時間・条件、各種保険への加入、健康診断の有
無などの調査要請と確認を行った。

▼　本部会議、総括課長会議、館長会議、担当者会
議などを定期的に開催し、他の指定管理グループと
横断的に施設運営上の課題解決に向けて検討・協
議及び情報の共有を図った。

▼　日常業務において、朝礼などの実施、業務日誌
の作成により、職員間の円滑な報告及び情報共有
の徹底を図った。

▽　管理水準の維持向上に向けた取組

▼　外国人利用者や聴覚に障がいのある方に対す
る利便性向上を図るため、翻訳や筆談機能を備えた
タブレットＰＣの配備を継続した。また、受付窓口に
おいても、このタブレットＰＣを活用して施設案内を行
うなど、電子化を推進し、窓口業務の質を向上させ
た。

▼　業務の標準化（統一化）を通した、市民サービス
の向上や管理運営体制の抜本的な見直し、大規模
災害や新型コロナウイルスの職員感染による施設
運営のリスク管理として、管理作業マニュアル(始業・
終業)を作成した。
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要求水準のとお
り、年4回運営協
議会を開催した。
また、多様な関係
団体との連携や
募金活動などを
積極的に行って
いることは、社会
貢献として評価で
きる。

▽　札幌市及び関係機関との連絡調整（運営協議会
等の開催）

運営協議会を年4回開
催し、施設の利用状況
や団体の取組状況を
四半期ごとに報告、札
幌市と管理運営上の
課題整理や意見交換
などを行うことで、管理
水準の維持向上を図
る場とした。
また、地域団体やス
ポーツ団体、障がい者
スポーツ団体、教育機
関などの多様な関係
団体と連携を密にする
ことで、施設の活性化
を図るとともに、地域
の防犯活動や募金な
どの社会貢献活動にも
積極的に取り組んだ。
特に盲導犬育成事業
に対するこれまでの活
動に対して北海道盲導
犬協会から感謝状が
授与される貢献を行っ
た。

▼　「暴排条例」及び「札幌市暴力団の排除の推進
に関する条例」などに則り、契約書に「暴力排除条
項」「契約解除条項」を記載し、反社会勢力との関係
排除を徹底した。

▼　館長（施設責任者）は、委託事業者への指示命
令系統を明確化し、連絡体制を整備した。

▼　運営協議会の開催状況は下表のとおり

開催回 協議・報告内容

第2回
8月19日

①令和2年度第1四半期の実績報告
②指定管理運営に係る業務報告
・新型コロナウイルス感染症への一
連の対応について
・理事会、評議員会の開催について
・職員の採用について
・内部監査の実施について
・新型コロナウイルス感染症拡大に
伴う自主事業の中止について

第1回
6月17日

①令和元年度第4四半期の実績報
告
②指定管理運営に係る業務報告
・理事会・評議員会の開催について
・定期内部監査の実施について
・職員の採用について
・ウェブアクセシビリティについて
・札幌市体育協会との統合事務につ
いて
・新型コロナウイルス感染症拡大に
伴う自主事業の中止について
・満足度調査の実施について
・スポーツの日無料開放について
・スポーツ部所管施設の改修工事に
伴う休館について

①令和2年度第2四半期の実績報告
②指定管理運営に係る業務報告
・評議員会の開催について
・職員採用試験の実施について
・ストレスチェックの実施について
・内部監査の実施について
・36協定の更新について
・自主事業及び大型イベントについ
て第3回

11月25日
(書面開催)
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（様式３）

⑥　高等教育機関や専門機関、関係団体などと連
携、協働体制を構築し、スポーツ事業の企画立案や
専門性の高い運動プログラムの開発と提供を行なっ
た。
【連携、協働内容】
・北翔大学との「事業連携に関する協定」継続（ス
ポーツボランティアの実習等）
・日本スポーツボランティアネットワークへの参画
・日本公共スポーツ施策推進協議会への参画
・一般社団法人幼少年体育指導士会と連携した「幼
少年体育指導士認定講座」の開催（対面及びオンラ
イン開催）

▼　札幌市関係部局及び利用者団体との連携
札幌市関係部局及び、利用者団体や地域団体、住
民などとの良好な連携体制を構築した。

③　地域活動の活性化を図るため、「栄町花いっぱ
いプロジェクト」などの地域イベントは新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のため中止となったが、町内会
関係団体、体育（スポーツ）振興会、児童会館などと
連携を図り、良好な関係を築いた。

⑤　プロスポネットSAPPOROの「北海道コンサドーレ
札幌」、「北海道日本ハムファイターズ」、「レバンガ
北海道」や、「エスポラーダ北海道」のプロチーム・
トップチームの活動を当協会全体で支援するととも
に、協働イベントや教室などの開催を通じて、子ども
達と選手が触れ合う機会の創出に寄与した。

②　自主事業の大会やイベントの開催にあたり、東
区パークゴルフ協会の団体と協力・連携して事業を
実施した。

①　地域住民のスポーツ・健康づくり活動を支援する
ため、区が運営主体となる「ひがしく健康・スポーツ
まつり2018」などのスポーツ・レクリエーションイベン
トは新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
となったが、区役所、区民センターなどと連携を図り
良好な関係を築いた。

・札幌市スポーツ局スポーツ部施設課（管理係
長、担当職員）
・協会事務局（管理係長他）

＜協議会メンバー＞

第4回
3月10日

①令和2年度第3四半期の実績報告
②指定管理運営に係る業務報告
・職員採用について
・定期内部監査の実施について
・新型コロナウイルス感染防止に伴
う事業対応、事業中止について
・休業補償について
・さっぽろｽﾎﾟｰﾂDAYの開催につい
て
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（様式３）

必要な規程類を
整備するととも
に、複数の監査・
検査により健全
な管理に努めて
いる。

現金の取扱いに関す
る規程や規則、マニュ
アルを活用し、適正な
処理を行うことで不祥
事を未然に防止する体
制を強化している。
また、公認会計士など
の専門的見地から確
認を行うことで適正か
つ健全な資金管理、財
務処理を行っている。

▼　指定管理者の表示
書類の他、利用時間割、各種事業の募集要項をは
じめとする配布物にも市民がわかりやすいよう指定
管理者の表示を行った。

▼　現金などの取扱いについては、現金等取扱規程
となる当協会の財務会計規程、財務会計規程運用
規則、物品取扱要領と併せて現金取扱マニュアルを
整備しており、適正な処理を行っている。

▽　財務（資金管理、現金の適正管理）

▼　当協会が定める定款及び財務会計規程、財務
会計規程運用規則の他、各種法令、公益法人会計
基準などに準拠し、指定管理業務、自主事業に区分
して適正に資金管理を行っている。

▼　現金の確認は2名体制で行い、全施設に指紋認
証式金庫を配備し、開閉履歴を管理することで、事
故や不祥事の未然防止を徹底している。
併せて、懲戒処分細則に不祥事に対する罰則規定
を定め、厳格な管理に継続して取り組んでいる。

①　地域防犯活動
札幌市内の事業者として地域とのつながりを深め、
安全・安心な優しいまちづくりに協力した。
【主な取組】
・札幌市地域安全サポーターズ活動への協力
・子ども110番の店

▼　その他関係団体を通じた社会貢献等の取組

④　各種募金への協力
社会貢献や地域支援などを目的として、施設利用者
及び関係機関と連携し、各種募金に協力した。
【協会全体】
・北海道胆振東部地震災害義援金（79,729円／
175,910円）
・東日本大震災復興支援募金（14,301円／累計
1,790,194円）
・熊本地震災害救援募金（12,258円／累計462,969
円）
・盲導犬育成支援募金（80,416円／累計1,153,802
円）

②　さぽーとほっと基金への登録
札幌市内の町内会やボランティア団体を助成するた
めのさぽーとほっと基金に寄付を行い、札幌のまち
づくり活動を支える活動に協力した。

③　地域への安全なスポーツ環境の提供
札幌市消防局の推進するさっぽろ救急サポーター事
業に協力し、応急手当のできる職員を配置し、施設
内及び地域の安全・安心な環境づくりに協力した。
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（様式３）

要望対応手続き
に関するマニュア
ルの活用、及び
職員間の情報共
有により、適切に
対応している。
今後も、市との連
絡を密にし、迅速
かつ適切な対応
がなされることを
期待する。

各種報告等につ
いては、提出期
限を正しく認識
し、計画的な作業
に努めてほしい。

要望・苦情に対しては
迅速に回答ができるよ
う、受付窓口を明確化
するなど体制を整備
し、理解が得られるよ
う丁寧に対応した。

札幌市が示すチェック
リストによる業務・財務
検査の実施などにより
適正な業務を確保する
ことともに、市民から寄
せられた意見などを業
務改善に役立てた。

▼　札幌市の判断を要するものは、速やかに報告・
相談し、連携を図りながら対応にあたった。

▼　施設内にご意見箱を設置し、寄せられた要望・
苦情に対する回答は、迅速に館内掲示した。

▼　税理士や公認会計士からの助言と定期的な検
査・監査を受け、高い透明性とコンプライアンスを確
保している。
・顧問税理士により、毎月、会計帳簿・財務諸表など
を検査
・公認会計士により、年3回、監査
・当協会監事による決算時の監査
・札幌市により、年2回、財務検査

▼　施設に直接寄せられた要望・苦情は施設責任者
が担当窓口となり、その内容に応じて必要な対応を
行った。
また、グループウェアや業務日誌による一元化した
情報共有を行い、引継ぎを行うとともに、早期の業務
改善に反映させている。

▼　要望・苦情については「お客様の要望対応マ
ニュアル」を整備し、新たな指定期間の開始に際して
平成30年４月に職員に周知している。

▽　要望・苦情対応

▼　ホームページのお問合せフォームから各施設担
当者のグループウェアに直接お問合せメールが送
信されるシステムを活用し、全てのお問合せに対し７
日以内に回答した。

▽　記録・モニタリング・報告・評価（記録、セルフモニタ
リングの実施、事業報告、札幌市の検査等への対応、
自己評価の実施）

▼　管理運営業務に関する記録や帳簿類は、年度
ごとに適切に整備し、仕様書に定められた期間及び
当協会の規程に則り、適正に管理・保管した。

▼　札幌市が示すチェックリストにより、業務・財務に
関する自己チェックを前期と後期の２回実施した。

▼　メールで寄せられた要望・苦情は「要望」、「意
見」、「苦情」、「問合せ」に分類し、グループウェアで
情報を共有し、業務改善に役立てた。
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（様式３）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

関係法令に基づ
き必要な規程を
整備するととも
に、それらの見直
し及び改正等を
適正に対応して
おり、労働者が安
心して働くことの
できる環境づくり
に努めている。

各種関係法令に基づ
き、給与・手当の支
給、労働条件などに関
して改善を図り、職員
の雇用環境の維持向
上に努めた。
また、労働安全衛生委
員会や労働安全衛生
懇談会などで職場巡
視チェックをするなど、
職場環境の改善を推
進した。
同一労働同一賃金へ
の対応やワーク・ライ
フ・バランスの推進な
ど適切に対応した。

▼　コンプライアンスやガバナンス、利用者サービス
と業務の改善を目的としたセルフモニタリングを実施
した。
①コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会に
より、ガバナンスの確認と評価
②外部監査（監査法人会計監査3回、税務監査11回
実施）
③札幌市体育協会との統合に関わる外部機関への
会計相談１回
④PDCAサイクルによる提案項目の進捗管理
⑤利用者のご意見などを記載する専用カードと回収
箱の常時設置による要望などの収集
⑥当協会ホームページのご意見メールの機能によ
る市民からの要望などの収集
⑥大会・イベント等参加者に対する事業内容の検証
とプログラムサービスの改善に関するニーズ・意見
の収集（事業の実施時間の変更など）

▼　施設の利用状況・利用料金収入状況に関する
毎月の報告のほか、修繕完了時の報告、事故発生
時の報告を適時行った。また、事業年度終了に伴う
管理運営業務の実施状況などの事業報告を行っ
た。

▼　施設で働く職員に対し、時間外労働・休日労働
及び深夜業をさせた場合、それぞれ法定割合以上
の割増賃金を支払った。

▼　施設で働く職員に対し、指定管理者の申込時に
提案した収支計画書に記載した最低の時給を上回
り、かつ最低賃金861円（令和元年10月3日発効）を
上回る866円以上の時給を支給した。

▼　労働基準法第36条に基づき「時間外労働及び休
日労働に関する協定（36協定）」を締結（更新）し、時
間外労働の上限は原則として月45 時間・年360 時
間とし、臨時的な特別の事情があり、時間外労働の
上限を超えることが予想される施設については、施
設・課ごとに特別条項を設定し、所轄労働基準監督
署への届出を行った。

（２）労働関
係法令遵
守、雇用環
境維持向上

▽　労働関係法令遵守、雇用環境維持向上

▼　労働基準法の改正に伴い、令和2年10月に未払
賃金が請求できる期間の延長に関する職員給与規
程の改正を行った。

▼　労働者災害補償保険法に基づき、全ての労働
者は労災保険に、条件を満たす労働者は雇用保険
に加入した。
また、労働安全衛生法に基づき、労働者が50人以上
の施設には、労働安全衛生委員会、50人以下の施
設には労働安全衛生懇談会を設置し、定期的に会
議を行うとともに、リスクアセスメントの観点から職場
巡視チェックを実施するなど、労働災害の防止と、職
場環境の改善を推し進めた。
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（様式３）

障がい者の雇用
促進は、障害者
雇用率制度の趣
旨を十分理解し、
通年の法定雇用
率の達成に向
け、今後も積極的
な取組に期待し
たい。

▼　ワーク・ライフ・バランスの向上と、育児や介護に
おける柔軟な年次有給休暇の取得を可能とするた
め、時間年次有給休暇の取得を試行的に導入した。

▼　厚生年金保険法及び健康保険法に基づき、労
働者の勤務形態、家族状況などに応じて厚生年金
保険、健康保険に適切に加入し、必要に応じて適切
に届け出を行った。

▼　札幌市のワーク・ライフ・バランスplus企業認証
（step3）を受けるなど、指定管理者の申込時に提出
した、ワーク・ライフ・バランスの取組に新たな取組を
加えて適切に実施した。

▼　労働基準監督署からの行政指導を受けなかっ
た。

▼　労働安全衛生法に基づき、雇入れ時に、健康診
断を実施するとともに、1年に1回定期健康診断を実
施した。
また、職員の健康管理のため、内科医及び心療内
科医を産業医として選任するとともに、ストレスチェッ
ク制度実施規程に基づき、職員数が50人未満の事
業場の職員に対してもストレスチェックを実施するな
ど、職員の健康管理に適正に対応した。

▼　労働契約法に基づき、平成30年4月1日以降に
雇用期間が5年を超える職員については、無期労働
契約へ転換する旨、周知・説明を行った。無期労働
契約転換申出書の様式を配布し、随時受付を行い、
積極的に無期転換を進めた。

▼　正職員を新たに雇用する際、現在の有期雇用職
員から希望者を募り、内部登用試験を実施した。そ
の結果、当協会全体で有期雇用職員5名を正職員に
転換した。
また、札幌市体育協会との合併に伴い、職員２名の
雇用を引き継いだ。

▼　同一労働同一賃金への対応として、正職員と有
期雇用職員の不合理な待遇差を解消するため、一
部手当及び福利厚生事業の見直しや業務の整理を
行った。

▼　障がい者の雇用の促進等に関する法律に基づ
き、障がい者の雇用促進を積極的に取り組み、法定
雇用率2.2％を下回る1.99％の雇用率となったが、年
度を通じて安定的に雇用率が維持できるよう、雇用
の促進に向けて引き続き積極的に取り組んだ。

▼　高齢者等雇用の安定等に関する法律に基づき、
定年（60歳）退職後に、希望者全員を65歳まで継続
雇用し、高齢者の雇用を促進した。
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（様式３）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

各種マニュアル
の整備・見直し、
訓練の実施や研
修への参加等に
より、利用者の安
全確保等に積極
的に取り組んで
いることは評価で
きる。
また、新型コロナ
ウイルス感染症
拡大に配慮し、利
用者が安全に利
用できるよう対策
を講じたことは評
価できる。

各種マニュアルの整備
や専門的な資格を有
する職員の配置を行う
とともに、要求水準以
上の各種補償体制を
整備した。
また、大規模催事の利
用も多いことから、保
全工事に伴う休館につ
いては十分な周知を図
り、営業再開後の利用
予定団体と円滑に調
整を行った。
営業再開後には、新型
コロナウイルス感染症
対策において最新の
情報を基に適宜対策
を講じ、利用者の安全
に配慮した。

▼　令和2年4月1日から令和3年1月31日まで施設保
全工事に伴い長期の休館となったが、十分な期間を
持って市民に周知するとともに、期間中も職員を配
置し、歩行者、近隣住民の安全を確保した。
また、工事の進捗について関係各所と定期的な打合
せ会議を行い、工事の円滑な進行と終了後のス
ムーズな再開について最大限の配慮を行った。

▽　総括的事項（利用者の安全確保、市民サービス向
上への配慮、連絡体制確保、保険加入）

▼　管理運営マニュアル、事故対応マニュアル、災
害対応マニュアルなど各業務に沿ったマニュアルを
整備・見直しし、施設内で共有を図るとともに施設の
設備状況に合わせた巡回点検表を活用し、異常の
有無を確認するなど、継続的な安全確保とサービス
水準の向上を図った。

▼　施設の拾得物については、、特例施設占有者と
して定められた期間内に所轄警察署へ届出を行っ
たほか、「拾得物・遺失物の取扱マニュアル」を活用
し、適切に取扱った。

▼　施設利用に際してのコンセントの使用について、
近年の健康・運動管理機器の電子化などを考慮し
て、電源コンセントの使用基準を緩和し、市民サービ
スの向上を図った。

▼新型コロナウイルス感染症拡大に配慮し、諸室に
定員を設け密を避ける対策や定期的に職員による
備品の消毒、諸室のCO2濃度測定とこまめな換気を
行うなど、利用者が安心安全に利用できる環境の提
供に努めた。

▼　展示会などの大型イベントは、事前に消防署、
警察署への届出が必要となることから、主催者と綿
密な打ち合わせを行ったうえで消防計画などを策定
し、イベント開催時の安全性を確保した。

▼　施設賠償責任保険（交差責任担保特約の付
加）、運送保険、車両保険、店舗賠償責任保険に加
入し、利用者及び職員への適切な補償体制を整備
した。
なお、施設賠償責任保険における賠償額は、対人・
対物とも仕様書に示す基準補償額を大きく上回って
いる。（対人/1事4億円、1人1億円、対物/1事故5千
万円）

（3）施設・設
備等の維持
管理業務
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（様式３）

法定点検のみな
らず、日常的に点
検を実施し、修繕
及び備品購入に
ついても適宜対
応していること
は、利用者の安
全性・利便性向
上に貢献している
ものと評価でき
る。

利用者の安全・安心を
最優先した管理を徹底
し、第三者委託により
実施した業務は館長
（施設責任者）による
履行確認を行い、要求
水準を維持するととも
に、専門的な判断を要
する案件については、
有資格者による現地
調査を実施するなど効
率的な管理運営行っ
た。

▽　施設・設備等の維持管理（清掃、警備、保守点検、
修繕、備品管理、駐車場管理、緑地管理等）

▼　維持管理及び保守点検
施設・設備の機能を良好に維持するため、暖房・給
湯ボイラー、空調設備などの日常点検、自主点検を
計画的に実施し、劣化及び損傷の早期発見と予防
保全を行った。
また、建築基準法、電気事業法、消防法などに定め
られた法令点検については専門業者への第三者委
託により実施し、機器などの適切な管理を行った。

・パークゴルフ場の維持管理
「スポーツターフ管理者」などの資格を有する担当職
員を配置し専門的な機器を配備し、シーズンを通し
て芝生の密度、色、においなどの状態を観察し、天
候や利用状況に応じた適切な維持管理を行った。

▼　清掃業務
施設の快適な環境を保つため、日常清掃、計画清
掃及び廃棄物収集処理は第三者委託により実施
し、計画清掃は計画に基づき日常清掃では行うこと
が困難な床ワックス塗布や高所窓ガラス清掃などの
清掃を行った。
また、新型コロナウイルス感染症対策としてアルコー
ルを使用しての拭き掃除などの清掃を実施した。

▼　備品管理
日常・定期点検、清掃などを実施し、異常を早期発
見するとともに、スポーツ器具などの保守点検を専
門業者に委託し、所要の性能を発揮できる状態を維
持した。

▼　修繕
施設などの修繕は、市民利用に支障が生じないよう
緊急度や破損の状況を考慮し、必要な初期対応を
講じたうえで、職員または専門業者にて修繕を行
い、協定に定める金額以上の修繕を実施した。
また、緊急度が高いものについては早急に札幌市に
報告するとともに、随時札幌市と打合せを行いなが
ら、損傷を最小限に抑えるよう努めた。
併せて、札幌市が直接行う施設の修繕に関して、要
望書を取りまとめ、現地確認を行うなど、市有施設と
しての効率的な保全に協力した。

▼　警備業務
開館時間帯は職員が施設内の秩序維持にあたり、
閉館後は有人警備により関係団体の出入り管理を
行い、適正に記録・報告を行うとともに、火災、盗難、
破壊などの事故発生時及び気象警報の発令時には
巡回などを実施し警戒にあたり、事故防止に努め
た。
また、閉館時間帯に異常が発生した場合には、職員
が急行できる連絡・参集体制を整備した。
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（様式３）

災害時に備えた
訓練の実施や緊
急連絡網作成
等、職員の防災
意識を高めるとと
もに、利用者の安
全確保に努めて
いる。

▼　敷地管理
境界標が滅失しないよう日常的な点検と併せて、位
置図面と写真台帳を作成、更新し、常に確認可能な
状態にするとともに、札幌市の調査に協力した。

▼　外構緑地管理
職員が植栽を含む外構緑地の点検、剪定、除草、冬
囲いなどを適切に行った。
また、1級造園施工管理技士の有資格者により、施
設の立木調査を行い、保有樹木を危険木、枯損木、
枯れ枝などに分けた立木調査野帳を整備した。

▼　駐車場管理
場内での事故や交通渋滞の防止のため、車両の監
視、誘導などを適切に行うとともに、大規模な大会や
イベント利用時には、主催者が提示する駐車場警備
計画に対して適切なアドバイスを行い、来場者数に
応じてイベント広場や外構緑地部分への駐車スペー
スの拡大を図った。

▽　防災

▼　札幌市危機管理基本指針及び札幌市国民保護
計画等にに基づき、災害発生時に職員及び委託事
業者が共通の認識を持って適切な対応ができるよ
う、業務分担などを定めた「災害対応マニュアル」を
整備している。

▼　除排雪業務
利用者の安全と利便性を確保のため、駐車場内の
除排雪は積雪10㎝以上を基準として第三者委託に
より行った。
また、随時、職員にて通路・歩道の除雪、凍結時の
砂撒き、氷割、雪庇落とし、落雪危険箇所の立ち入
り禁止対応などを行った。

▼　ケガなどの発生を想定した事故対応シミュレー
ションの研修を実施した。

▼　災害発生時において迅速に避難誘導対応がで
きるよう、消防計画に基づき、年2回、避難訓練を実
施した。

▼人事異動に伴う参集施設の見直しを行い、総括課
長、館長は勤務施設に参集するよう適正に配置し、
指定緊急避難場所や原子力災害時一時滞在場所、
消防（物資拠点・宿営）となる施設への参集職員数
を調整した。

▼　避難訓練の実施は、参加者同士が密集・密接し
ないよう、2～4名の少人数の班体制でおこない、コロ
ナ対策を講じたうえで実施した。

災害対応マニュアルに
基づき、天候に応じた
対応と役割分担などを
明確にするとともに、
消防・避難訓練を実施
するなど、防災意識の
向上に努めた。
また、北海道胆振東部
地震の経験を活かし、
職員が施設に迅速に
参集でするように、避
難所の開設と運営に
従事する職員の適正
な配置を見直し、救援
物資の搬送拠点となる
可能性があることか
ら、その準備に備える
など適切に対応した。
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（様式３）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

競技団体等との
利用調整により
公平さを図ってい
る。

保全工事及び新
型コロナウイルス
感染防止による
休館に伴い、利
用者数は大きく
減少している。
次年度は、利用
者数回復に向け
た取組に期待す
る。

条例等に基づき
適正に対応して
いる。

施設の有する機能を
最大限に発揮するた
め、開放計画に基づい
た市民供用を行うとと
もに、個人利用から全
国規模の各種スポー
ツ大会、不特定多数の
市民を対象とした大規
模イベントまで多種多
様な利用目的に対応
するため、目的に応じ
た受付を適切に行い、
設置目的に沿うよう運
用を行った。

保全工事による長期
休館により大幅な利用
者減となっているが、
例年、専用利用におい
て利用者数の大きな
割合を占める「さっぽろ
雪まつり」が新型コロ
ナウイルス感染症拡大
防止のため中止とな
り、短い開館期間にお
いても大きな打撃を受
けている。

▼　利用目的などによって、18ヵ月前、12ヵ月前、6ヵ
月前の専用利用の受付開始期間を設定することで、
スムーズな利用調整を行いながら、施設が果たす役
割を十分に認識し、利用規模や利用者の範囲に応
じた、公平かつ中立な受入れを行った。

▼　定期的に施設整備日を設け、市民が安全に利
用できるよう施設・設備の点検、修繕を実施するとと
もに、施設内外の美化に取り組んだ。

個人利用 78,126 24,338 31.2%

専用利用 785,782 33,278 4.2%

※：つどーむ:保全工事による休館（令和2年度）

（4）事業の
計画・実施
業務

▽設置目的を達成するための必要な業務

▼　商業利用に偏ることなく、市民利用とのバランス
を保ちながら、一般開放、専用利用、自主事業の全
体のバランスを配慮した開放計画作成し、市民の利
用に供した。
また、施設の特色・利用状況及び地域の特性に配慮
し、施設が有する機能を最大限に発揮した。

▼　参集職員は、新型コロナウイルス感染症の疑い
がある場合は、避難所施設の感染症拡大防止のた
め、職員は自宅待機とし参集施設先の運営にあたら
ない、初期対応の確認を行った。

（5）施設利
用に関する
業務

▽　利用件数等

▼　利用者数 （人）

区　分 R1実績 R2実績 前年比

6.7%合　計 863,908 57,616

▼　個人利用は使用券により、専用利用は札幌市ス
ポーツ交流施設使用承認書により使用の承認を
行った。
また、使用の不承認に該当しないよう札幌市スポー
ツ交流施設の使用許可に係る審査基準に基づき、
利用団体と十分に事前打合せを行った。
その他、承認の取消しや利用料の減免、還付、撮影
に関する承認について、札幌市スポーツ交流施設条
例、同施行規則、各基準、要綱に基づき、行政執行
代理者として、適正な手続きを行った。

▽　利用の承認、不承認、取消し、減免、還付等

令和2年4月1日から令和3年1月31日まで

条例、施行規則、要領
に基づき、適正に使用
承認などを行った。
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（様式３）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

利用者のニーズ
を踏まえ、利用促
進に向けた様々
な取組を実践し
ていることは大い
に評価できる。

様々な広報媒体
を活用するととも
に、ウェブアクセ
シビリティの確
保、ホームページ
の利便性及び機
能向上など、利
用者へのわかり
やすい情報発信
に取り組んでいる
ことは評価でき
る。
また、自宅ででき
る運動動画コンテ
ンツの配信によ
り、市民がコロナ
禍でも運動できる
機会を提供したこ
とは、大いに評価
できる。

▼　市民ニーズの拡大に応えるため、主催者の要望
に応じて開館時間の繰り上げまたは繰り下げを行
い、より使用しやすい環境を整えた他、社会人のス
ポーツ活動を促進することを目的として、閉館時間を
繰り下げて専用利用の受け入れた。

札幌市のスポーツ施
策と連動した施設運
営、スポーツ団体など
との連携推進を念頭に
無料開放などによる利
用のきっかけ作りの
他、マーケティング手
法を用いたPRなどの
取り組みを行った。
その他、他の指定管理
施設との連携による利
用促進を図った他、社
会人のスポーツ活動
促進に向けた取り組み
を実施した。

ホームページのウェブ
アクセシビリティ確保に
ついては、日本工業規
格「JIS X 8341-3：
2016」の適合レベルAA
に準拠していることを
試験により確認し、そ
の評価結果をホーム
ページで公開した。
また、ホームページの
更新責任者と担当者を
選任し、ウェブアクセシ
ビリティ研修会を年4
回実施するなど適正に
取り組んだ。
併せて、情報誌の作
成・配布や、フリーペー
パーなどの活用など多
様な手段で幅広い情
報提供を行った。

▼　ランニングコースの一般開放おける人員整理の
ため、競技団体から推薦を受けた指導員を配置し、
利用者の安全確保とサービス向上を図った。

①　閲覧者がホームページ上から施設の利用方法
やページについての問い合せを容易にできるよう、
電話番号の他、各ページに問い合せフォームを設置
し、必要事項を記載するだけで送信することができる
よう配慮した。
ホームページから各施設担当者のグループウェアに
直接お問合せメールが送信され、全てのお問合せに
対し７日以内に回答できるよう対応した。
・問合せ件数総数：R2年度514件

②　JIS X 8341-3 の改正、障害者差別解消法施行
を遵守し、ウェブアクセシビリティ方針をホームペー
ジに公開するとともに、JIS X 8341-3:2016の適合レ
ベルＡＡの準拠への取組を実施した。
・ページ作成時ルールを徹底するため、各施設に
ホームページの更新責任者（館長）と担当者を選
任。
・ホームページ保守委託事業者との協力体制を構築
し、専門的な知識や技術についての情報を収集。
・HP打合せ、ウェブアクセシビリティ研修会の実施
（10/30、3/26）※いずれもオンライン開催

▽　利用促進の取組

▼　月2回の一般開放でバドミントン、フットサル、
キャッチボール、テニスなどの用具を貸出をおこなっ
ていたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点
から一時休止した。

▼　地図と国勢調査のデータを用いたマーケティン
グＧＩＳソフトを導入し、施設の住民構成を把握するこ
との他、教室（自主事業）受講者のエリア分析によ
り、利用が少ない地域への利用促進を図る取組を
行った。

▼　ホームページは、アクセシビリティ、ユニバーサ
ルデザインの考え方に基づき管理し、総務省作成の
「みんなの公共サイト運用ガイドライン」を参考に取
組を実施した。

▽　広報業務（6）付随業
務
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（様式３）

⑥コロナウイルスの拡大に伴い、自宅でできる運動
動画コンテンツの配信及び、当協会のコロナ関連の
情報をまとめたページを新規に立ち上げた。

▼　各種案内の配布
施設利用案内や教室募集のチラシを定期的に作成
し、利用者が入手しやすいよう市役所関連施設など
において配布するとともに、各種広告媒体を活用し、
施設のPRや情報提供を積極的に行なった。
【主な取組実績】
①広報さっぽろ及び札幌市情報アプリ i さっぽろへ
の教室受講生募集情報等掲載（広報さっぽろは一
部事業のみ）
②毎月の利用時間割を区役所、区民センターなどに
配布
③町内会回覧板の活用
④新聞などへの教室要項や求人情報の折込・掲載
⑤フリーペーパーへの全施設一斉教室募集情報掲
載（2～3月）
⑥令和3年度採用職員募集情報掲載（ジョブキタ、バ
イトル、マイナビ）
⑦コンサドーレマッチデイプログラムへの広告掲出
（3回）
⑧広報誌「ヘルス＆スポーツライフ」の発行（年4回
／vol.120：コンサドーレ菅選手、vol.121：ゴルフ藤田
光里など）
⑨コロナ禍でも自宅でできる運動を掲載したカレン
ダーの発行

⑤　協会統合に伴い、HPのデザインをリニューアル
し、スマートフォンでも閲覧しやすい縦長のデザイン
とした。

④　ホームページの作成にあたっては、「札幌市公
式ホームページガイドライン」及び、当協会のウェブ
アクセシビリティガイドライン基づき対応し、新規ペー
ジについてはJIS X 8341-3:2016の適合レベルＡＡに
準拠した。

③　ウェブアクセシビリティ基盤委員会※が示す「JIS
X 8341-3:2016 試験実施ガイドライン 2016 年４月
版」に基づき、1年に1 回試験の実施し、適合レベル
AA に準拠していることを確認し、ホームページに公
開した。
・試験年月日：2021年3月29日
・試験の要件：当協会公式ホームページである
https://www.shsf.jp/ および配下のCMS（コンテンツ
マネジメントシステム）で作成し、管理するもの。（代
表するウェブページ：15ページ、ランダム抽出：25
ページ）
・達成した等級：AA

▽　その他管理運営業務に付随する一切の業務 東京２０２０オリンピッ
ク大会のマラソン・競
歩の成功に向けて、大
会組織委員会及び札
幌市との連携・協力体
制を実現した。

▼　「さっぽろグローバルスポーツコミッション」の事
務局機能を担当し、契約職員（専門員）2名を配属す
るとともに、施設を活用した大会・合宿誘致の活動な
どを推進した。
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（様式３）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

新型コロナウイル
スの影響により
中止となった事業
も多いが、感染防
止対策を講じ、市
民がスポーツを
楽しむことのでき
る機会の確保に
尽力した。

新型コロナウィルス感
染防止対策を講じなが
ら、施設の設置目的と
目指す成果の達成に
向けた取組を補完する
ため、多様なプログラ
ムの教室や大会、イベ
ントの他、地域コミュニ
ティを支援する事業な
どを可能な限り実施す
るとともに、全天候型
施設の特色を活かした
事業を展開する他、多
様なスポーツニーズに
応え、他施設と連携し
た多種目体験型の事
業を展開した。

一般事業 63 5 870

スクール事業 - -

２　自主事業その他

（前回から継続指定のため、引継業務なし）

▽　引継ぎ業務

▼　自主事業実施状況

▽　自主事業

区　分 事業数（事業） 参加者数（人）

R1 R2 R1 R2

- -

0 518 0

107

施設間合同事業 2

1 285 72大　会 2

※一般・合同事業・大会の事業数及び参加者数の減少要因に
ついては、新型コロナウイルス感染防止対策に伴う休館と保全
改修工事による長期休館のため
※地域事業の減少要因は新型コロナウイルス感染防止対策に
伴う中止のため

▼　区役所、町内会などの地域団体と連携し、「ひがしく健康・ス
ポーツまつり」など地域住民を対象とした事業に積極的に参画
し、健康・スポーツに興味が持てるよう体力測定の実施計画をし
ていたが、新型コロナウィルス感染防止対策に伴い中止となっ
た。

合　計 67 6 1,673 179

地域事業 5 0 1,457 0

▼　札幌市体育協会加盟競技団体からの推薦者や、各種指導
に関する資格を有する、質の高い指導者を登録配置し、子ども
から高齢者まで幅広い年齢層、初心者から上級者までの各種レ
ベルに対応した教室事業を展開した。

▼　施設を横断的に活用した子ども向け多種目体験型スクール
事業として「DO！スポKIDS」を開催し、子どもの運動の幅を広げ
基礎運動能力の向上を図り、個々に合うスポーツを始めるきっ
かけを提供することを目的とした事業を展開した。

▼　屋外施設を活用した初心者向けパークゴルフ教室やアウト
ドアテニス教室を継続実施した。

▼　他のグループ施設と連携し、朝野球リーグ戦を実施し、複数
の指定管理グループを管理する効果を生かした事業を例年展
開していたが、今年度については新型コロナウィルス感染防止
対策に伴い中止とした。

▼　防災の日にちなんで地域の防災意識を高める事業として
「ペットの災害対策」を実施計画していたが、新型コロナウィルス
感染防止対策に伴い中止とした。
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（様式３）

【福祉施策への配慮】

▼　物品購入・修繕・役務契約などは、特殊なものを除き、札幌
市登録事業者を中心に約80.3%を市内企業へ発注した。

▼　2020東京五輪・パラリンピックに係り、日本国政府が推進す
るスポーツを通じた国際貢献事業である「SPORT FOR
TOMORROW」のコンソーシアム会員として、Fun on Sapporo
Virtual Race（札幌国際スキーマラソン代替事業）や「外国人とス
ポーツ交流しよう（ヨガ）」、「ワールドスポーツフェスティバル」の
認定事業を実施した。

継続して市内企
業を積極的に活
用している。

特殊な条件の物件を
除き、札幌市登録事業
者への発注を基本と
し、市内企業の活用に
大きく貢献した。
札幌市が推進する福
祉施策及び障がい者
スポーツの普及促進に
対して、組織的に積極
的に取り組んでいる。

▼　教室、大会・イベントなどの自主事業参加者に事故・怪我が
発生した場合は、施設管理の瑕疵に伴う施設賠償責任保険と
併せて、当協会独自のお見舞い制度（傷害見舞金給付制度）を
適用する体制を整備した。（入院：日額1,500円、通院：日額1,000
円）

▼　スポーツ活動中の水分補給のため、施設内の適所に自動
販売機を設置し、飲料の販売を行った。
また、売店を設置し、スポーツ用品や食品などを販売し、利用者
サービス向上を図った。
なお、これらに係る行政財産の使用にあたっては、目的外使用
申請を適正に行った。

▼　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和２年４月
14日から6月30日まで予定されていた自主事業はすべて中止と
なった。

【障がい者スポーツ普及促進の取組】

▼　新たに1名が障がい者初級スポーツ指導員の資格を取得し
計26名、障がい者中級スポーツ指導員は6名であり、有資格者
を含めた職員が障がい者スポーツ団体が運営する普及事業に
携わった。

①　理事長が「一般社団法人札幌市障がい者スポーツ協会」の
役員（理事）に就任し、障がい者のスポーツ環境整備に取り組ん
だ。

▼　エリアマーケティングソフトを活用して、施設周辺の人口分
布などを国勢調査データを基に調査分析し、市内全域にスポー
ツ・健康教室の情報が行き届くよう、教室募集時の広報活動を
充実させた。

▼　自主事業の収支については、指定管理業務に関する収支と
区分して経理し、さらに教室、イベントなどの事業部門と販売な
どの収益部門で区分した。
また、明確に区分できない人件費や当協会本部機能などの管
理経費については、各事業の収益規模に応じて適正に配分して
経理した。

【市内企業等の活用】

▽　市内企業等の活用、福祉施策への配慮等
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（様式３）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

総合満足度及び
接遇満足度とも
に要求水準（目
標）を上回ってお
り、適正な施設運
営が行われてい
るものと判断でき
る。
今後も利用者の
声を把握した施
設運営に期待す
る。

アンケート結果は、市
の定める目標水準
（80％）に対し、４項目
（条件、案内、器具、接
遇）において大幅に上
回っており、利用者か
らの高い満足度を得て
いる。
また、利用者からの、
ご意見・要望を、施設
の運営に反映させ、利
用者の更なる満足度
の向上を図った。

３　利用者の満足度

実施期間：令和2年8月26日～9月2日
実施方法：選択肢形式の設問、一部自由記述式
の質問紙調査。調査時間帯を3区分（午前・午後・
夜間）に設定し対象者年齢区分と性別の均等性を
考慮しながら受付付近にて直接利用者に協力を
依頼する方法で調査を実施した。
回答者数：166名
回答目標数は100名以上とし、166名の回答を得
た。

【要望】改修工事後、人工芝が靴裏に着いたり、靴
下に着いたりと酷い。
【対応】定期的な人工芝掃除を行ってるほか、適
宜、対応清掃の回数を増やす等の対応を行った。

【要望】壁打ちコートにクラックが入っていたり、草
が生えているので、更新してほしい。
【対応】壁打ちコートの修理を行った。

利用者
からの
意見・要
望とそ
の対応

結果概要 利用者の総合満足度は要求水準の目標80％に対
し88.2％であった。
職員の接遇に関する満足度は要求水準の目標
80%に対し97.0％であり利用者からの高い満足度
を得ている。

▽　利用者アンケートの結果

実施方法
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（様式３）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

新型コロナウイル
スの影響で利用
料金収入及び自
主事業収入が大
きく減少したが、
支出も減少したこ
とにより、合計収
支は最小限の減
少で済んだものと
判断できる。
次年度の収支改
善に期待する。

▼　利用料金収入は、施設改修工事に伴う休館と、営業再開後
の新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴うさっぽろ雪まつ
りの中止などイベントの中止により、計画を大きく下回った。

▼　自主事業収入は、上記改修工事による休館やイベント中止
による影響などにより、スポーツ教室の受講料減少や売店・レス
トランなどの売上減少があり計画を下回った。

４　収支状況

▽　収支 （千円）

指定管理費 199,891

1月中旬まで工事によ
る休館期間であり、利
用再開後の大きなイベ
ントであるさっぽろ雪ま
つりがコロナの感染拡
大の影響により中止と
なったことで、利用料
収入が計画を大きく下
回ることとなった。
また、指定管理業務の
支出についても、休館
の影響や租税公課の
減少などにより計画を
下回ることとなったが、
結果として収支は計画
を大きく下回った。

項目 R2計画 R2決算 差（決算-計画）

収入 248,118 210,641 ▲ 37,477

指定管理業務収入 244,912 209,447 ▲ 35,465

45,021

支出 177,013 152,448 ▲ 24,565

指定管理業務支出 173,021 148,417 ▲ 24,604

自主事業支出 3,992

32 35 3法人税等

純利益 71,073 58,158 ▲ 12,915

▽　説明

＜確認項目＞　※評価項目ではありません。

▽　安定経営能力の維持 適 不適

指定管理事業及び各種自主事業の実施により、安定的・継続的
に収益を確保している。
また、流動比率が218.2%、自己資本比率は55.3％となっており、
安定的な経営に資する財源を有している。

▽　個人情報保護条例、情報公開条例、行政手続条例、オンブズマ
ン条例及び暴力団の排除の推進に関する条例への対応

適 不適

個人情報は、協会の「保護方針・及び保護に関する規程及び特
定個人情報取扱規程」に基づき、階層別研修においてリスクマ
ネジメントに関連した、ソーシャルメディアリスクへの予防対策
や、 利用上の注意なども踏まえ各職員へ取扱いの徹底を図っ
た。情報公開条例等に関しても、指定管理者としての役割や義
務を十分に認識し、すべて規定の手続きに基づき適切に対応し
た。
また、不当要求防止責任者の配置を推進し、暴力団の排除の
推進に関する条例へ適切に対応した。

▼　指定管理業務支出は、上記改修工事に伴う休館や利用料
金収入の減少による委託費・租税公課の減少により計画を下
回った。

収入-支出 71,105 58,193 ▲ 12,912

利益還元 0 0 0

15,505 ▲ 29,516

その他 0 2 2

自主事業収入 3,206 1,194 ▲ 2,012

193,940 ▲ 5,951

4,031 39

利用料金
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（様式３）

今まで蓄積してきた経験・ノウハウを活かし、安定した
管理運営を行っており、利用者満足度も高い水準を維
持している。
職員は、様々な研修や資格取得により専門的な知識
を深めており、利用者ニーズを踏まえた更なるサービ
ス向上や、効率的な管理運営に役立てている。
新型コロナウイルス感染症の影響により、通常とは異
なる業務が増えている中、札幌市と密に情報共有する
とともに、迅速かつ適切な対応を行っている。

改善指導・指示事項は特になし。

新型コロナウイルス感染症の影響による休館及び利用制
限、それらに伴う事業の中止及び利用料金収入の減少
等、通常とは異なる状況が続いているが、適宜各種計画
を見直すとともに、臨機応変な対応により、適切な管理運
営に努めてほしい。

【所管局の評価】

大規模改修工事に伴なう長期休館に加え、雪まつりの
オンラインイベントへの変更など、新型コロナウイルス
感染症感染拡大による臨時休館とその後の利用制限
に伴い、市民への周知、教室受講生への対応、各利
用団体及び関係団体との利用調整など、非常に多くの
イレギュラー対応を行ったが、札幌市との緊密な連携
を始め、これまでの運営で培った経験を活かし、大きな
トラブルなく対応を行うことができた。
また、お客様への感染防止対策を万全を期すと伴に、
新型コロナウイルス感染症対策マニュアルを作成し、
職員の健康管理についても適切に行った。

新型コロナウイルス感染症の対応は長期化することが見
込まれることから、引き続き安全・安心に体育施設の利用
ができるよう、引き続き適切な管理運営を行う。
また、現指定期間4年目を迎え提案項目の進捗状況は
90.6％となっており、引き続き100％を目指して取り組むと
伴に、アフターコロナを見据え、市民の行動様式の変容や
働き方の変革に合わせた運営の検討をすすめる。

【指定管理者の自己評価】

総合評価 来年度以降の重点取組事項

Ⅲ　総合評価

総合評価 改善指導・指示事項
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